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公的年金制度ってなんだろう
　皆さんも「年金」という言葉は聞いたことがある
のではないでしょうか？
　一般に「年金」といえば、国などの公的機関が運
営する「公的年金」を指します。
　日本の公的年金には、まず、20歳になったら国
民の誰もが加入する「国民年金」があります。さら
に、会社員や公務員などは、国民年金に加入すると
同時に厚生年金保険や共済組合などに加入します。

もしも公的年金制度が
なかったら・・・
　公的年金のもっとも大きな役割は、老後の生活を
支えることです。
　もしも公的年金制度がなかったら、私たちの老後
の生活はどうなるでしょう。
　自分の子に経済的に頼るか、老後に備えて若いと

きから貯蓄しておくなど個人の自助努力で対応して
いくしかありません。
　しかし、こうした「私的扶養」は、「何歳まで生
きるか分らない」「少子高齢化・核家族化が進んで
いる」「遠い将来の物価や生活水準の変動は予測で
きない」などの理由により限界があります。

公的年金は
「世代と世代の支え合い」
　「私的扶養」が困難になってきている中で、長い
老後生活を安心できるものにするためには、社会全
体で高齢者を支える「世代間扶養」が必要不可欠で
す。このような考え方のもと、公的年金制度がある
のです。
　公的年金制度は、現役世代が高齢世代を支え、今
の現役世代が高齢者になったときには、次の世代が
支えるという、「世代と世代の支え合い」の仕組み
で成り立っています。
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　船越義珍（ぎちん）杯少年世界空手道選
手権がオーストラリア・シドニー市のシド
ニーオリンピックパーク内スポーツセン
ターであり、菊池市から 12歳男子形の部
に岩永直也くん（菊池北小６年・拓魂塾所
属）が出場し、７位入賞を果たしました。
　昨年の全国大会でベスト８に入った選手
が出場できるもので、世界から集まった強
豪 34人の中で大健闘しました。
　岩永くんは「外国人はとても強くて緊張
したけど入賞できてうれしいです」と話し
てくれました。
　今後の活躍が期待されます。

8月17日（木）第10回
船越義珍杯少年世界空手道
選手権大会で7位入賞

　８月に近畿地方で行われた「全国高等学校総合体育大会～ 06総体
THE近畿～」で優勝した菊池高校３年生の２人が、その報告に福村
市長を訪れました。
　訪れたのは、ボクシング・バンタム級で優勝した吉村宝くんと、柔
道・男子個人 60キロ級で優勝した金子晃士くんで、２人が大会結果
を報告すると、福村市長が「おめでとうございます。特技を活かして
これからも頑張ってください。そして、一緒に菊池の名も高めてくだ
さい」と激励しました。
　吉村くんは「優勝をねらっていたのでうれしかったです。これから
の進学にボクシングを活かしていきたいです」と、金子くんは「優勝
できるとは思っていなかったのでびっくりしました。これからの進学
にも柔道を活かしていきたいです」と話してくれました。
　同校の生徒が全国高校総体で優勝したのは初めてで、８月 27日に
は両部の保護者会や同校などが主催する祝勝会も菊池市内のホテル
で行われました。

9月4日（月）全国高校総体での優勝を報告
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　子どもの避難所タクシーの出発式が市役所玄関前であ
り、市内５社のタクシー運転手や関係者など約 30人が出
席しました。
　これは犯罪から身を守るため、万一の場合にタクシーに
子どもたちが駆け込み、安全な場所まで送り届けるという
ものです。その際の運賃はそのタクシー会社が負担し、も
しお客さんを乗せていても協力を求めます。
　出発式では、５社を代表して竹下智博さん（きくち観光
タクシー社長）が「24時間営業と無線を利用した機動力を、
この取り組みに生かしていきたいです」と決意を述べ、後
方のドアに黄色いステッカーを貼ったタクシーが早速営業
に出発しました。

9月13日（水）
子どもの避難所タクシー出発式

　９月 10日の「下水道の日」を前に、菊池市下水道
組合員や市職員などが「設置可能な場合は、なるべく
早く下水道本管へつなぎ込みをしてください」と啓発
チラシなどを配りながら菊池市内の対象家庭を訪問
し、下水道への接続PRを行ないました。
　菊池市役所玄関前であった出発式では、松本修治組
合長が「事故などがないよう、しっかりと下水道の
PRをしてきてください」とあいさつし、早速、委員
たちは５班に分かれて菊池市内の対象家庭の訪問に出
発しました。
　この戸別訪問は、昨年に続いて行われました。

9月6日（水）戸別訪問で下水道をPR

菊池市役所玄関前であった出発式
「こどもあんぜんパトロール」と書かれたステッカーを貼るタクシー
の運転手
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